
第１４回多可町子ども・子育て会議

平成２９年  ８月 １日（火）

午後 3 時～  
多可町教育委員会 会議室

１．開 会

２．会長あいさつ

３．報告事項 

・５歳児教育共通カリキュラムについて 

・一時預かり事業実施要綱一部改正について 

４．協議事項

１）子ども・子育て支援計画 平成２８年度実績及び中間見直しについて 

２）公私連携による両キッズランドの運営について 

３）その他 

５．その他

１）次回の会議開催予定 第１５回子ども・子育て会議

 日 時  平成 29 年  10 月 31 日（火）午後 3 時～午後 5 時

 場 所  多可町教育委員会 会議室

６．閉 会



任期H29.4.1～H31.3.31 （順不同・敬称略）

区分 選出区分 委員氏名 所　　属　　等 備考

鈴 木 正 敏 兵庫教育大学

木俣美代子 前キッズランドかみ所長

長谷川泰之 みどりこども園保護者

安 藤 直 美 あさかこども園保護者

松 本 育 大 キッズランドかみ保護者

數 原 希 キッズランドやちよ保護者

小 林 敏 中町南小学校長

高 橋 邦 栄 みどりこども園長

清水谷 善道 あさかこども園長

藤 本 泰 子 四恩こども園長

上 野 仁 久 ちびっこランドらくえん施設長

多方由紀美 キッズランドかみ所長

萬 浪 久 恵 キッズランドやちよ所長

吉 崎 正 純 区長会

高 見 博 民生委員児童委員協議会

岡 本 美 紀 子育てふれあいセンター

委員16名

事　務　局

岸 原 章 教育長

今 中 孝 介 こども未来課長

市 位 孝 好 こども未来課副課長

4号 地域・関係機関代表

多可町教育委員会

平成29年度　多可町子ども・子育て会議　名簿（案）

1号 識見を有する者

2号 保護者代表

3号 学校園代表



多可町一時預かり事業実施要綱抜粋 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所（園）等を利用していない家庭並びに加美幼稚園及び八千代幼稚

園（以下「幼稚園」という。）又は認定こども園の幼稚園部を利用している家庭において、

保護者の就労形態の多様化や疾病や災害等により、一時的に家庭での保育が困難となった場

合、また、保護者の育児疲れによる心理的、肉体的負担を軽減するため、多可町の公立保育

所（園）（以下「保育所」という。）、幼稚園、認定こども園等において、一時預かり事業

（以下「事業」という。）を実施するに際し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の内容及び対象児童） 

第２条 事業の内容は、次に掲げるものとする。 

(１) 非定期型保育 保護者の就労形態により、家庭での保育が断続的に困難となる就学前

児童が対象となる。 

(２) 緊急的保育 保護者の疾病、入院等により、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難と

なる就学前児童が対象となる。 

(３) 私的理由保育 保護者の育児に伴う心理的、身体的負担感を解消するために保育を必

要とする就学前児童が対象となる。 

２ 前条及び前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた就学前児童は、この限りでな

い。 

第２条に上記一文を加え、現在の要綱の趣旨を基本にしつつ里帰り出産等、一時預かり保育

を利用される場合について柔軟な対応をすることを目的としています。 

例・・・里帰り出産等で帰郷された際、保育園等に入園している児童も利用可能に。 

平成２９年４月１日に遡り、適用する。 






































	
	委員名簿

	
	多可町




